
平成２１年度夏期食品一斉取締りの結果について 

 
食品の衛生的な取扱い、添加物の適正な使用並びに食品及び添加物の適正な表示の実

施等について食品等事業者に対する監視指導の強化により、夏期における食中毒の発生

防止及び食品衛生の向上を図るため一斉取締りを実施しました。 
 
１ 実施期間 
   平成２１年 7月１日（水）～７月３１日（金） 
２ 実施内容 
（１）施設に対する立入り検査 
① 田崎市場夏期食品一斉取締り 
② 集団給食施設（保育園、福祉施設） 
③ 田崎市場内魚介類販売業施設臨検（仲卸等） 
④ 冠婚葬祭関連施設臨検 
⑤ 食肉販売、魚介類販売業等に対する県との合同立入り（JAS法関連） 

 （２）食品の検査 
 化学検査では、成分や残留農薬を実施。また、微生物検査では、食品衛生法

又は熊本県食品の衛生に関する指導基準等に基づく項目を実施。  
３ 結果 
（１）施設の立入り監視指導結果 
① 次のとおり立入り検査を行いましたが、行政処分を伴う違反施設はありませ  

んでした。 
 
 
 
 
 
 

② 一斉取締り期間中の７月１日には田崎市場の１１３施設について県市合同の

早朝臨検を実施しました。（結果の詳細については公表済みです） 
③ 保育園を中心に、集団給食施設４４施設について「大量調理施設衛生管理マ

ニュアル」に基づいた点検指導を行いました｡ 
④ 田崎市場内魚介類販売業４０施設に立ち入り、食品取扱い状況等の確認・指

導を行いました。 
⑤ 冠婚葬祭関連施設２４施設に立ち入り、衛生管理状況の確認・指導を行いま

した。 
⑥ 熊本県と合同で食肉販売業４施設、魚介類販売業２施設、食品販売業７施設

他に立ち入り、表示・食品の取扱い、保存温度の確認・指導を行いました。

業種 監視を行った延べ施設数 

食品衛生法の許可施設（飲食店等） ９８５ 
県特定食品条例の許可施設（食品販売業等） １９８ 

給食施設 ４４ 
合計 １，２２７ 



食品の検査結果 
 

食品衛生法に基づく規格基準 指導基準等 合計 

微生物検査 添加物 残留農薬 微生物検査 食品群 検体数 

検体数 違反数 検体数 違反数 検体数 違反数 検体数 違反数 

延べ 

検体数 
違反数 

水産食品（刺身） 12 12        12 0 

水産加工品（魚肉ねり製品） 5   5      5 0 

農産品（野菜・果実） 6     6    6 0 

農産加工品（豆腐） 6       6  6 0 

未加熱そうざい（サラダ等） 12       12 4 12 0 

調理米飯（巻き寿司等） 6       6 2 6 0 

合計 47 12 0 5 0 6 0 24 6 47 0 

 
（食品衛生法違反内容） 
無し 


